
 

 

 

 

 
 

 

 

 新型コロナウイルス感染症は、第６波が⻑期化する中で児童生徒を含む 10 代以下の陽
性者数が高い水準で推移してきましたが、学級閉鎖等の休業ルールや基本的な感染防止対
策の徹底により、４月中旬をピークに減少していることから、学級閉鎖等の条件を緩和し
ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学級閉鎖等の条件 

（１）学級閉鎖 

次のいずれかに該当した場合は、学級閉鎖とする。 

① 陽性者が１名発生し、その者の最終登校日から５日を経過するまでに２人目の陽性

者が発生した場合 

② 陽性が確認された者が１名であっても、その者の最終登校日から５日を経過するま

でに周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が２名発生した場合 

③ １名の陽性者が発生し、一定数（※１）の濃厚接触者(相当者(※２))がいる場合 

（※１）35～40 名の学級の場合は５名程度、少人数の学級の場合は 10％程度が目安 

（※２）濃厚接触者相当者とは、学校で陽性者が発生した場合に行う行動歴調査にお 

いて濃厚接触の可能性があると判断された者をいう。 

 

（２）学年閉鎖 

複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合 

   

（３）学校閉鎖 

複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合 

    

２ 学級閉鎖等の期間 

  陽性者の最終登校日から５日を経過するまで 

 

 ※特別支援学校は、上記にかかわらず慎重に対応する。 
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学校における学級閉鎖等の条件を緩和します 
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